
環境要素 内容、観点 

環境基準  

設定さ

い 項目及

び物質 

環境基本法

基 く人 健

康 保護 関

環境基準

項目 

 

、全 ン、鉛、 価 、砒素、総水銀、

水銀、５（B、 ン、四塩化炭素、1,「-

ン、1,1- ン、 -1,「-

ン、1,1,1- ン、1,1,「- ン、

ン、 ン、1,」-

ン、 、 ン、 ン 、 ン ン、

ン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふ 素、ほう素 1,4-

ン 

ン

類対策特別措

置法 基 く

ン

類 

ン類 塩化 ン ン、 塩化 ン

－ － ン及び 塩化

５（B  

 

環境基本法

基 く生活環

境 保全 関

環境基準

項目 

水素 ン濃度 たH 、生物化学的酸素要求 B４） 、化学的

酸素要求 （４） 、浮遊物質 ８８ 、溶存酸素 ）４ 、大

腸菌群数、全窒素、全燐、全亜鉛、 、直鎖

ン ン ン酸及び 塩 

他必要 項目 

 

※右欄 掲 法 等 対

象物質一覧 別 6-1重

お  

水質汚濁 係 環境基準 い 一部を改 件 施

行等 い 成 日付 環水管第 「1 号環境

庁水質保全局長通知 要監視項目 

水質汚濁 係 環境基準 い 一部を改 件 施

行等 い 成 15 11 日付 環水企 第

0」1105001 号、環水管 第 0」1105001 号環境省環境管理局

水環境部長通知 水生生物保全環境基準 係 要監視項

目 

水質汚濁防 法第 条第 項 物質 項目  

場 使用さ 農薬 よ 水質汚濁 防 係 暫

定指導指針 い 成 「4 日付 環水土第 77

号、環境庁水質保全局長通知 指針値 通知さ 農薬 

共用水域等 お 農薬 水質評価指針 い

成 15 日付 環水土第 86 号、環境庁水質保全局長

通知 通知さ 農薬 

水道水 関 水質基準 関 省 成 15

」0 日付 厚生労働省 第 101 号 定 項目 

長 県水環境保全総合計画 水質保全目標 項目 

水産用水基準 「01「 版 (社)日本水産資源保護協会

定 水生生物保護 水質項目 淡水域  

他 害物質 

水温 

透視度 透明度 、 ａ、外観 等 

資料４－２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水生生物 水質汚濁 指標 水生動物 

水質階 い 水 指標生物 

 類、 、 ワ 類、 ワ 、

類、 類、 類、 ン 、

類、 類 

水質階 やや い 水 指標生物 

 、 ワ 類、 ン 、

ン 、 類、 類 

水質階 い水 指標生物 

 類、 、 、  

水質階 い水 指標生物 

 、 、 、

類、 類 

他指標 水生昆虫、底生生物、甲殻類及び魚類 

底質 環境基準 設定さ い 項目及び物質 又 他必

要 項目 うち、底質 蓄積しや い 金属類等 害

物質 

地下水質 地下水 水質汚濁 係 環境基準 い 成 環

境庁告示第 10 号 定 物質 

 、全 ン、鉛、 価 、砒素、総水銀、

水銀、５（B、 ン、四塩化炭素、塩化

、1,「- ン、1,1-

ン、1,「- ン、1,1,1- ン、

1,1,「- ン、 ン、

ン、1,」- ン、 、

ン、 ン 、 ン ン、 ン、硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素、ふ 素、ほう素、1,4- ン 

ン類 塩化 ン ン、 塩化

ン － － ン及び 塩化

５（B  

他必要 項目 準 項目 



別  

他必要 項目 掲 法 等 対象物質一覧 6－1重  

項 目 対象物質 

水質汚濁
係 環境

基準 い
一部を

改 件
施行等
い

要監視項目 

共用水
域 

、 ン -1,「- ン、1,「- ン、た-
ン ン、 ン、 ン、 ン ２E５ 、

ン、 ン銅 機銅 、 ９５３ 、
、E５３、 ））V５ 、 B５２（ 、 ン

IB５ 、 ン、 ン、 ン、 酸
、 ッ 、 ン、 ン ン、塩化 、

ン、全 ン ン、 ン 

地下水 、1,「- ン、た- ン ン、 ン、
ン、 ン ２E５ 、 ン、 ン銅

機銅 、 ９５３ 、 、E５３、 ））V５ 、
B５２（ 、 ン IB５ 、 ン、

ン、 ン、 酸 、 ッ 、 ン、 ン
ン、 ン、全 ン ン、 ン 

水質汚濁 係 環境
基準 い 一部を
改 件 施行等

い 水生生物保全
環境基準 係 要監視
項目 

、 、 、4-っ- 、
ン、「,4-  

水質汚濁防 法第 条
第 項 物質 項目  

及び 化合物、 ン化合物、 機燐化合物 ン、
ン、 ン及び E５３ 限 、鉛及び 化合物、 価

化合物、砒素および 化合物、水銀及び 水銀 他水銀化合物、
水銀化合物、５（B、 ン、 ン、
ン、四塩化炭素、1,「- ン、1,1- ン、

-1,「- ン、1,1,1- ン、1,1,「-
ン、1,」- ン、 、 ン、 ン 、 ン ン、

ン及び 化合物、ほう素及び 化合物、ふ 素及び 化合物、 ン
、 ン 化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物、1,4- ン、

水素 ン濃度、生物化学的酸素要求 、化学的酸素要求 、浮遊物質 、
ン抽出物質含 、 類含 、銅含 、亜鉛含 、

溶解性鉄含 、溶解性 ン ン含 、 含 、大腸菌群数、窒素含
、燐含  

場
使用さ
農薬 よ
水質汚濁
防 係
暫定指導

指針 い
指針

値 通知さ
農薬 

通知別表 ン、 、 ン、 、
ン ）E５ 、 ン ２E５ 、 ン、 ン ッ 、

ン、 ン 酸塩及び ン酢酸塩、
、 ン銅 機銅 、 ン、

９５３ 、 、 、 、
、 、 、 、

、 、 ン
、 、 、 、

、 、 、 ン、
ン、 ン、 ン （A９ 、 、 、

ン、 、 ン ン ン 、２（５A
ン塩及び ２（５A 塩、 ッ  



水質汚濁
係 農

薬 録保
留基準設
定農薬 

ン、 塩又 、 、
、 、 ン、 ン、

、 、 ン、 、 ン 、
ン、 、 ン、 ン ン、

ン 又 IB５、 、 、 ン 、
ン 、 ン ン、 ン ２５ 及び ン 、

５、 、 、 、
、 、 ン、 ン ッ 、

、 ン 、 ン、 、
ン、 ン、 ン銅又 機銅、 ッ

酸、 ン、 ン一塩酸塩又 ン、
、 ン 、 ン ン 、 、

、 ッ 、 ン又 A（３、 ン、
及び ５ 塩、 、

ン、 、 ッ 、 ン
、 ン 、 又 ）（B２、 、

、 、 ン 、 ン、
ン 又 ２）BA、 ン ン塩又 ２）BA ン塩及

び ン 塩又 ２）BA 塩、 ッ 、1,」-
ン又 ）-）、 ン、 、 ン、

、 ン、 、 ン、
、 、 、 ン、 及び

５、 、 、 ン、 ン、
、 、 ン、 、

ン、 ン、 、 、 ン 、
、 、 、 ン、

ン、 ン ン、 ン、 、 ッ
、 、 ン、 ン、

ン 、 、 － ン酢酸 、 ン、
、 ン 、 、 ン

ン、 、 ン、 ン、 、
ン 、 ン 、 ン、 ン、

、 、 、 ン、
ン、 ン 、 ン ン、 ン、

ッ 、 ン、 ン、 ン、
、 、 ン、 ン ン、 ン

又 ５A、 ン 、 ン ン、 ン 、
ン 、 ン 、 、 、
ン、 ン、 、 、 、

、 、 、 、
、 ン、 ッ 、 、
、 ン、 ッ 、 ン、

塩又 ン、 ン 、
、 ン、 、 、

ン、 、 、 塩酸塩、
ッ 又 B５５８、 、 、 ン、

ン、 、 ン、 、 ン
ン、 ン ン又 ン ン、 ン ン 、

ン ン、 ン 、 ン 、 ン
ン、 ン ン、 ン ン、 ン 、 ン

ン又 ン、 ン、 、 ン、 ン
、 ン ン、 、 ン、 ッ

塩又 ２（５５ 塩、 ッ ン塩又 ２（５５
ン塩、 ッ ５ ン塩及び ッ ５

塩、 ン、 、 ン、
ン、 ッ 、 及び ２、 、

、 ン、 及び ８- 、
ッ 、 、 、 化 、 ン、

ン、E５３ 

共用水域等 お
農薬 水質評価指針
い 通知さ

農薬 

ン、 、 ン ッ 、 、
ン E））５ 、 ３A（ 、 、

ン ン E（５ 、 ン、 、 ン ）E５ 、
、 ン ン、 、 、

ン、 、 、 、 、
ン ン、 ン ８A５ 、 ン ン、 ン ン 、

ッ 、 、  



水道水 関 水
質基準 関 省
基 く項目 

一般細菌、大腸菌、 、水銀、 ン、鉛、 素、 価 、亜硝
酸態窒素、 ン化物 ン及び塩化 ン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、

ッ素、 素、四塩化炭素、1,4- ン、1,1- ン、
-1,「- ン及び ン -1,「- ン、
ン、 ン、 ン、 ン ン、塩素酸、
酢酸、 、 酢酸、 ン、臭素酸、総

ン 、 ン、 ン及
び 濃度 総和 、 酢酸、

ン、 、 、亜鉛、 、鉄、銅、
、 ン ン、塩化物 ン、 、 等 度 、

蒸 残留物、陰 ン界面活性剤、 ン、「- 、
非 ン界面活性剤、 類、 機物 全 機炭素 、たH 値、味、
臭気、色度、濁度 

長 県水環境保全総合
計画 水質保全目標
項目 

、鉛、 価 、砒素、総水銀、 水銀、 ン、 ッ
、 ン、 ン ン、 ン、四塩化炭素、1,「-
ン、1,1- ン、 -1,「- ン、1,1,1-

ン、1,1,「- ン、 ン、
ン、 、 ン -1,「- ン、た- ン ン、

、 、 、 ン、
ン ッ 、 ン、 、 、
ン、 、 、 、 ン、

ン ン、 ン、 ン、 、
ン、 ン ッ 、1,」- ン、1,「-

ン、E５３、 ン、 ン、 ン、
ン 、 ン、 、 ン銅、 ン、

、 、 、 、
、 、 、 、 、

、 、 ン、
、 、 、 、 、

ン ン、 、 、 、 、
、 、 ン、 、

ン、 ン 、 ン、 ン、
、 ン、 ン、 ン 、 、

、 ッ 、 ン、 、
ン 、 、 、 ン、 ン、

、 ン 、 ン ン、全 ン、５（B、 ン ン、
ン、 ン、 酸 、ふ 素、ほう素、硝酸性窒素

及び亜硝酸性窒素、1,4- ン、 ン類 水質、底質  

水産用水基準 「01「
版 定 水生生物保
護 水質項目 淡
水域  

環境基準 設定さ い 項目及び物質 外 物質 し 、着色、水温、
油分、亜鉛、 、 ン -1,「- ン、1,「-

ン、た- ン ン、 ン、 ン、
ン ２E５ 、 ン、 ン銅 機銅 、 ９５３ 、

、E５３、 ））V５ 、 B５２（ 、
ン IB５ 、 ン、 ン、 ン、 酸

、 ッ 、 ン、 ン ン、 ン ン、 ン 態窒
素、残留塩素 残留 ン 、 化水素、銅、 、鉄、陰

ン界面活性剤、非 ン界面活性剤、 ン (a) ン、 化
合物、 化合物、 類、 、底質 

 

 

 


